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6．おわ瞬こ

i、問題の所在

　鱗　最近とみに、水に麗する縫心が醗畏の中で高まっているといえよう。だ

が残念な解ら、それは水道水質の悪化への懸念の増大である。たとえば、発ガ

ン姓が指摘されている水道水中のト夢ハ糠メタンヘの不安が、羅銭的ンベルで

塔大しているし、また、水道の異臭殊被害潜、欝93（平5〉年には約i，鎗倉万

人に及び、さらに、これ’らに伴い、ミネラノレ・ウォーターの生産・輸入量も、

86年から鱗年にかけての9年間で約7賠となっている〔i｝。このような不安潜生

じてくる背景として考えられる開題を次に2つ指摘してみよう。

　第iは、水汚染の原羅となる有害化学勅質が使矯される量や機会が増撫した

という総懸である．近年、ハイテク産業が全麟的に麗麗し、また、ゴルフ場の

瞬発が進み、さらに、莚業廃棄鵯越覆揚が著しく堰大している。ゴルフ場につ
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水源保護条擁にお診る立地燐籍に関する覚書（神戸秀彦〉

いては、齢年代の後半から、戦後第3灘霞の舗発ラッシュを違え、ig85年から

弱年3月までの5年闘だけで全邸7噛謬が建設され、ゴルフ場から雛崖され

る農薬や肥料麟、大量に周遊水域に漉入する危験性が捲摘されるようになっ

た鵜．ハイテク産業による汚染についても、早くは簿年代半ばから顕在化し、

78年の麟土庁の調査によ辱、発ガン姓を有するト婆ク獄獄エチレンとテトラク

資藁エチレンが、全羅的に井芦で検鐡されている鋤。また、産業廃棄物麺理場

からは、プラスティックの融解凝などを窮めとした有害勃質の流雛の危陰性潜

指摘されている。

　第2は、海辮および湖沼の有機勅汚染が改善されていないという麗題であ

る。環境庁の調べ鋤によれば、環境基準（湧鱒における生勃化学的酸素要求量

＜BOD＞、および湖沼における化学的酸素要求量＜COD＞〉の全体の平均

達成率（計3，慧7水域〉は、93（軍威5／年度に76、5％であ敏なお23惑％が

未達成である．このうち、溝綴の達成率は、74（昭秘磐〉年ぶ5L3％だから、か

な琴改善されているとはいえる。ところが、ダム灘・ダム貯水地を含むヂ湖沼達

の達成率は、93（平成5）年度で薦．i％にすぎず、簿（昭隷磐）年が疑惑％で

あるから、ここ20年闘でほとんど変わらない。しかも、一部の湖沼水域では、

窒素・燐などの栄養塩類の漉入によ鯵、富栄養化や淡水旛潮など摂進行すると

いう深葵な調題に直面している構。

　ところで、漉意すべきは．鍵本では、購メ辮の水質の悪紀ぶ、直ちに、水道

水源の悪化に連動する縫孫にある点であろう。というのも、饗本の水道水源は、

34．3％が溝塀水で、35、7％がダムであるのに鰐し、井戸は2iマ％（ちなみに、

湖水はi．3％〉であ弩働、測馳ダムを合わせた諾§．眺の璃鞠灘こ頬っ

ているからである．そこで、水源水において富栄養化現象が進行すると、水道

水にかび奥が生じた蓼、水源水中のフミン質等の有機勃の塩素溝豫の過程でト

夢ハロメタン嚇生じたりするわけである．

　このように見てくると、蟹頭に掲げた醗銭の不安の原羅は・と陰あえず・第

2の総題の方にあるとも考えられるが、第iの問題と密接に絡み合って不安を
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行政縫会蘇集第8巻第3号

醸成させていると見た方が良いと思われる．

　②　そこで、このような翼題を原石とした国漢の不安と懸念に対して、政瞬

がどのような繋応をみせたか、を若干見てみることとする．

　ここでは、上の第iの腿題の一部に韓する環境庁の鰐応のみをみてみよう。

瞬庁によれば、水質汚濁防正法に基づく環境基準の罫人の健康の保護に鷺する

項麹（際指定項嚢の8鵯質罪カドミウム・全シアン・鉛・六懸クロム・畿素・

総水銀・アルキル水銀・費CB／の濃度は、霞（紹私蕊〉年から大編に減少し、

着実に改善さ為ているとされる．しかし、新しい化学勃質の使稽が増大してい

る現状を踏まえて、雛束の水質基準を改訂し、新基準を定めざるをえなくなっ

た。93（平成5〉年3月には、上の8項舞に越えて、ハイテク関連の有機塩素

化合物であるト鯵クロロエチレン・テトラクロロエチレンや農薬のシマジンな

ど欝物質について、環境基準ぶ撰定され、さらにその後、要監幌項羅として、

水道承のト夢ハロメタンのiつであるクロロホルムや、農薬のダイアジノンなど

25項嚢が追擁され、捲舞値が定められ，た．

　環箋庁をこよオL嘉ま、　93　（軍威5）　年の湊錘定　（5，7看8篠震〉　畠こよれ華ま1、　新項欝物質

も含めた環境基準不適合率は、全蟹平均§．58％であるとされているの。しかし、

基準・監裡項欝とされてない有害笏質も多数あ鯵、また新たに項騒として撰定さ

れた物質も、撰定から騒も浅いし、そもそも基準纏・捲舞短そのものが妥蚤か、

という驚題も捲摘されていることから、予断を許すことはできないと患われる。

　麟　さらに、事態は水質基準の改訂にとどまらず、新法の籍定の動きへとつ

ながっていった。94年3月に、いわゆる水道水源二法が麟定され・、瞬年5月に

施行された．水道水源二法とは、r水道原水水質保全事業の実趨の促進に絶す

る法律lj（いわゆるr事業｛建進法餅　とr特定水道利水藝毒害の防」皇のための水道

水源水域の水質の保全に臠する特幾推選法≦（いわゆる「特鷲措置法βである．

前者は、合僥浄化槽の整備や溝鱗のしゅんせつなど、溝鱗水遊原水水質保全事

業など8つの水質保全事業の促進を馨的とするもので、厚生省が隣贅し、後者

は、ト華ハロメタンの原霞となるフミン質等の麿機物の雛鐵規嗣を行うもので、
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水源保護条勝藝こおける立地矯簿繋こ絶する覚書（神戸秀彦〉

環境庁が翫督する．

　とりあえず、この二法の今後の運湧次第では、一定の成果溺蟻待されるとも

覆える．しかし、反面類待できない諏も多い。まず、立法過程における環境庁

と厚生省の省（庁）益争いの結果、羅畏の期待する軒総合行致のための新法と

は、とても奮いがたい∫ものになった、との指摘溺ある麟．しかし、この点を

一癖おくとしても、率直に捲擁すれば、法案に先立つ厚生省の「水道水源の水

質保全に関する有識者懇談会」の提言である泳道水濾の水質保全薄策の推進

について」（93年2欝4鋤の打ち鐡した方策との幾係でみると、次のような

問題がある。つまり、この提書は、今後の政策展聡の具体的方策として、主と

して2つ挙げ、轡水質保全のための媛鰯的措置と②水質保全のための事業の実

施の2つを挙げ、離者として、広く、①水道の水質を保全するための区域の振

定、②工場又は事業場の誹水に関する規鰯、③農薬・慶…料の使罵の適正化、

㊧生活群氷の適歪甦理の強化、⑤上流域の水道水源の水質保全薄策⑥氷質汚

染事故頬策の6つを挙げた．しかし、実蝶にこのうち法律にまぶ鯵なりにも具

体イヒされ、たのは、　ト琴ノ、質メタンに護1保する（糞の②と、韓）の⑧・④の一部に関

係する（鱗ことどまるといえよう。本稿との隣保でいえば、鱗の①・⑤が重要で

あるが、その具体化は見送られている．

　瞬　水道水源二法の評懸が優に以上であるとすれば、解映すべき腿題の大き

さに箆ぺて、解決された問題の方は、残念ながらごく少ないといわざるをえな

い。とすれば．残された羅題をどのように解決：するか。もちろん、この法律に1

従って十分な運罵がされていけば、解洗できる開題も少なくない。しかし、さ

らに横本的な問題解決のためには．地域住民と地方自治体の動きに漉馨せざる

をえな》・。というのは、水源保護については、露レベルの勇きに先行して、地

域住民と地方農治鉢レベルで、攣くから、次のような水源保護条擁議定に請け

ての動きが展縫されてきており、一定の成果も生み、また現に進行申でもある

からである。

　条舞に先鞭を付けたのは市町村である．93～緊年にかけての弩弁連の調査に
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よれば麟、88年の津南での劃定を皮籔轡に、羅1こ帯町税レベノレでは37（捲導

要綱を有する市町村を含めれば違i）に及ぶ。縫方、翻道府漂レベルでは、欝9G

年に、地方察治法に基づく直接請求がなされたことを受けて、鄭道蔚漂とし

ては勧めて、長野察麟水源保護条鱗を麟寇した（92年3鍔、瞬年4月施行〉。

そして、その後、やはむ福島集では、93年に地方自治法に基づく直接請求がな

され、なお、水源保護条鯉の鰯定にまで至っていない解、瞬銀環箋審議会にお

いて、県環境墓本条擁に露けての中開鞍告解提鐵された（95年猛月〉｛聯。さ

らに、憾台弁護士会も、95年i月に意見書｛鎗を宮城県に提饑し、瞬梁に請し

て水源保護条擁の麟定を求め、95年雛月には隅会主催で麟食毒内でシン潔

（罫わたしたちの水を守るために　　水源保全条鋼の鰯定を考える一一ルを聡

き、盤論の喚起をはかるなどの動きを見せている。

　そこで、以下では、水遊水源二法などの「法律まに闘わる本格的な分誘は、

験の機会に験討することとして、水源保護に纏わる算条鰹iに着無し、水源保

護条飼の近時の動向の分析を試みた上、なお流動的な今後の展望を検討するこ

ととしたい鋤．諭達の瀬番は、まず、都道府察レベルでは最溺の長野桑条例

の鰯定経退と内容を分析・縷説し、さらに、立案上の最大の焦点とされる立地

蔑麟に麗わる問題点を福島集条綴をめぐる議論に触れながら検討し、最後に、

立地規鰯方式による場合の遅論的な腿題と保護捲定された地域への補撹の要否

について航れることとしたい．

（注b蟹土庁長官官撰水資源部纒葬車成7年度露本の水資源達く水資源嚢書＞

　　2総および4雛ページ．

（漉幻神戸秀彦ゼゴルフ場爛発鷺題への法的接近試論（蕨幾代罠法学の基本

　　購題、第一法橋、93年／必3ページ。

（漉3）吉露文鵜新ハイテク汚染3（岩稜新書、89年〉欝i～2ページ。

（浅膚菱縫庁編陣成7年版環境奏書（各論擁捻3ページ。

（濫51蟹土庁長官富携水資源蔀続前場書2§9ページ。
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水源保護条擁における立地焼麟に関する覚書（；神戸秀彦〉

（潅6〉鯵麗（軍威4》年度響盤密生濡幕盤驚水道饗箋鶴調べ（厚生省編紅軍成

　　7年度穣厚生欝書まくぎょうせい＞3磁ページ／による。

（注7）毅箋庁続表掲書i33ページ。

（濫8）罫朝弩新驚謹94年1鴛騰舞替鮭説を参窯されたい．

（濫9〉韓弁連第37懸人権擁護大会シンポジウム〈由影瑠、9連年緯湾2§欝＞第2

　　分群会鞍吉書「いま蛇蔭の晦こうで擁が遅きているのか一清浄な飲料水

　　を求めて　　」駕9ページ．

（荘欝〉騰葵鋒新灘蓬〈福慶県版〉95年i竸i銭轡。

（注鋤纏台弁護士会公害薄策濃境保全委員会編罫宮城の水め現駿と媛舞のあ鯵

　　方に絶する意見書一水源保全条擁の麟建を求めて」（95年i月発行〉。

／溢i2〉本稿は、騰年琵月25舞の紬台弁護士会主催のシンポをきっかけとして、

　　筆者が考えたことを、と彗あえず書き止めただけの不十分なものであるぷ、

　　今後の議論の展鱒を簸待する意味で．あえて書かせて頂いた。ご幾甥を復

　　戴できれば幸いである。なお、この難題については、講シンポの新むに、

　　継台弁護士会の意見警については、織台弁護士会公害薄葉蒙境保全委員会

　　の嵩機春男・草場撚之の溝氏を携めとする諸氏に、長野羅条例については、

　　長野察弁護士会の中島嘉巌氏と長野娯生活獲箋離公害諜水藻境：係長の島縷

　　坤之氏を初めとして皆様から貴重なご示唆を襲いた。心よ瞥ご感謝申し上

　　げる．

2、長野県水源保護条傍鵠定の経邊と内容

　緯　条働麟定連勤一第一段繕

　先にも述べたように、全国的には、水源繰護条擁が鰯定されたのは、88年の

津霞が最籾である掛、都遵鰐県レベルでは、長野察での凝定が最初であった。

条例麟定の原動力は、箆方霞治法窪条に基づく条鱗鱗定の直接請求運動である

から、その展醜を藩単に追ってみることとしたい。その申で第一段躇とされる

のは、運動の開始から条蟹案の桑議会での否決までであろう。
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　87年麟定の夢ゾート法の影響を受けて、全馨的にゴルフ場龍発が進む中、長

野桑でのゴノレフ場聡発も急速に進んだ。89年9月当時で、疑設55簿暫、造成中

i｛）簸藻、計薩｝中25難所、総数9鵬霧、さらに水面下の言舞蚕が具体｛ヒされればi§愈

籏翫以上に及ぶ、というもので、長野県では85年までは総数鍛簸漸であったか

ら、その塔蕊数はかってないものであった山。

　それに蝋して、県下各地で．水源の汚染や枯渇への危鰻から、ゴルフ場麗発痩

蠕運動が燧購に麗麗されていたが、88年鎗月になって、長野票ゴルフ場等聡発

講策住民運動連絡会が結成され、運動のネットワーク紀が計られる一方、鱒年

までに9舞の公害調停と2件の訴訟ぶ趨こされている鋤．そして、この連絡会

において、醐発から飲料水を守るためには、渠条醗によるしかないという意見

が支醍的にな鯵．鱒年4擁には、r水源保護条舞舞定察民連絡会まが結成され、

甕接請求運動が準備されていく。条蟹案の中心は、水源地・水源域での開発の

禁蓋であ瞬、条鋼案第二条においては、「何人も、長野寮内の水源地及び水源

域においてゴルフ場、廃棄物麺理施設その飽矯劉で定めるジゾート施設の建設

のための醗発行為を行ってはならない」と矯定された．

　条灘の羅定に晦けて、講年7丹から9鍔にかけて署名が集められ、有効署名

鴛万3，胃7人（法定署名数約3万2千人の約逢倍〉分が、瞬年離層に察知事に

縫鐵された。ところが、隔年鴛鍔には察知事は、この条擁案に反蝿の意見書を

酵けて、漿議会に握饑した。その運由は、条例案の定める水源城は広籠囲に

遍ぎ、特定が罎難で、産業活動にも支離を来すというものであった．これを

受けて、県議会本会議も、購年稔月に同条鯛案を反婦多数・賛成少数にて否決

する。

⑦　条倒懸定運動　　第二段驚

　ところが、長野桑の運動は、察議会での否漢によ箏終結したわけではなく、

ここから新たな展開を嬉める餅．連絡会は運動の継続を確認し、鮭年以降、シ

ンぷジウムを開催した管、県生活環境部や桑議会各会海との懇談を行ったりす
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る一方、各地で水源観察会を実施するなどの取継を行う。内容面では、鍵年欝

肩に俘成された条擁案要綱において、立法技術的な醗究が施され．先の条擁案

に若干の手直しが鴛われた。つまり、ゴルフ場・産業廃棄物鑓遷施設について

は、立地撹麟を維持しながら、全面禁止と醐発現麟の二段賠蔑羅方式、一般廃

棄勅・夢ゾート旛設については、瞬発規麟の一段購矯翻方式、とする構成が採

られ、一定の弾力的な嬉嬉が可籠とされた．

　縫方、察の設置した有識者による水環境保全懇議会も、鱗年欝欝に繕らかの

条例が必要との建言を行い、羅環境保全部長も条例講定の必要性を表隣するが、

依然として、その手法は水質監授で是移るとし、桑疑連絡会の求める篇発規

麟」（立地窺講〉については、否定的な態度を示していた．その後、票知事は、

講年登用に、水環境保全の条例案を望年2月議会に提鐵する方針を発表した

が、駁年鴛月察議会では、r麗発蔑融（立地焼割〉に否定的な答弁をしていた。

しかし、鍵年稔舞から正月にかけて、長野票弁護士会が立地矯講を求める緊急

礎書を行なったり　縫2鍔9藝〉、禁内i鍛毒隣村のうち95毒町村が立地焼灘によ

る塞源保護条擁の麟定が必要と露吝した（f馨濃毎蒙新働92年i月鴛馨付／こ

となどを初めとして、盤講が急激な盛参上が箏を見せる．これを受けて、92年2

露の県提案に係る条弼案要黐には、市郷村の権定による水源保護区籔では、ゴ

ルフ場・産業廃棄物最終蝿分場の設置に際し、事前協議で中蓋しうるとの内容

（立地規勧解盛滲込まれることとなった。そして、92年2月からの県議会

での各会諏による質疑ののち、講年3月の本会議で、長野桑水環境保全条携が

全会一致で成立した．

　③　長野集水環境保全条例とそれへの撹醤

　歳宣した条擁は、次のようなものであった．全体は、第一章から第七章まで

の二五か条からなるが、議論の経過からして、その中心は、「第露草　水道水

源保全地区3（第十一条～十隣条〉にある。属章の規定は、簡単にいえば、知

事が、一一§§係行致機関と協議し、素水環境保全審議会
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の意見を聴き、罫水叢の水源…を保全するために　に必　な琶域　　 薪水遊水源

塑を捲定する（下線神戸）（第十一条一項・三項）・そして・撰定さ

れ・た区1域内では、ゴノレフ場を建設、または擁棄勃最終麩分場を設麗しようとす

る者は、知事と協議し、その懸意を得なければならない（第十二条一項／、と

する。このように、瞬条擁は、畜町村の卒し趨を麟縫とする「立地蔑舗達に踏

み込んだものとなっている。

　この点に麗する票民連絡会の評簸はどうか．購連縷会のF声瞬（92年3月／

によれば、属条例が、全馨に先ぶけて、r醗発燧鰯を盛鯵込まざるを得なくな

ったことは…大きな成果まだが、次の蟹つの理羨から実動姓に疑問がある、と

され，る。つ豪鯵、（糞毒鬱ぎ本塗の零し患がない協会、保全1地籔の指定はされないこ

とになる、鱒保全地羅捲定の基準、麗発を振否する基準が示されてない・麟保

全地匿撰定にあたっての住民意志の硬練方法が不明である、紛保全地区鮨定に

あたっての察の独馨の科学的調査の必要性とそのための審査機関の設置瀞必要

である、と轡。

　このように、購条瞬は、全馨初の離発規灘（立地燦麟〉方式働であるとセ・う

面と、十分な実効姓が危撰されるという醸との蕎方を含みつつ、今馨まで遅場

されてきている潜、捲定地域の数だけからみると、9§年葺丹25欝までで、珪簿

瞬に達しているようである。

（濫i〉長野察ゴルフ場等鰐策往戻運動連絡会・轟趨法曹霧畏賢察支離纏薪警告

　　ゴルフ場灘発議（鑑擁の教育と嚢治醗究断発育、鱒年）6ページ。

（漣2）以下の経遍については、水源保護条舞舞定県費連縷会縞F盗命の水を守

　　る至｝A嚢丁翼　　水源｛呆護条鰹難1定運動の記録3＜事務局＝長野擬羅生協縫，

　　含員港動窒、欝：§2§2老3一麟総＞欝～12ページ、牢島嘉淡「水源繰護条弼

　　纒建への歩み」（轟轟と歪義臆巻8号〉騒ページ以下、を参熱した。

（建3）県民連縷会続麟掲捻～2§ページ、中島前掲聡ページ以下。

（澄む躾民連続会繍前掲6iぺ一ジ。

（注5〉購条鋼は、像金地琶跨では立地を漂難禁豊とする、としているわけでは
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ないので、厳密にはr立嬉燭競重という表現は盛てはまらないかもしれな

い。しかし、事業者の知事との協議み結果、知事の瞬意ぶ得られなければ、

麗発できな》・ので、結局ζ立地蔑毒輪と講じことである。

3、立地規麟の可否一福島県条綴案の場合

　繊　条擁舗定を求める渡接請求運動

　先に述べたように、橿島漂でも、93年に、地方霞治法鍵条に基いて、祭に帰

する水源保護条鱗の庭接請求がなされ、渠議会で否決されている．そこで・県

議会否決までの経過を第1段購として、籠単に振静返ってみることにする。

　この運動の推進母体は、蟹年6月に結成された橿鳥桑ゴノレフ勝馨題ネットワ

ークであった、瞬ネットワークの発足の際の集会宣霞は、全羅的にゴルフ場覇

発が進む中で、福島察でも全蟹トップレベルの乱麗発（当時、疑存・造成・審

査中合わせ欝§簿湧／となってお静、また、上水源の近くにもゴルフ場が建設

されるなど、r祭民常識を超えた異常事態となっている達として、寮内各地の灘

余りのゴルフ場建設反対運動のグループが連絡を取箸合って、広範な県疑運動

を起こしていこう、と違べた街。その後、ゴルフ場建設に歯壼め解かからない

中で、講ネットワークは、察レベルでの水源保護条飼麟定の要請をする意溝を

露め、県に要望書を握鐵する解、票の返事が消極的なため、92年欝月にな甑

Fアピール雄を発表し、橿島票水源保護条擁護定癒接請求運動の準備に義手す

ることを宣書した②。さらに、瞬ネットワークは、検討を重ねな解ら条翻案

を修成し、93年5月に票水源保護条綴麟定甕接請求運動察疑連絡会を発会させ、

瞬年7擁から9肩にかけて署名運動を展饑し、絡万3，7欝名（有権者率灘．3％、

法定署名数の約5倍〉の有勤署名を集め、詞年登用に県知事に請求した。しか

し、漿知事は、隔年藍鍔に条例案に反懸の意見書を発表し、さらにこれを受け

て、漿議会本会議は、周年鴛焉に賛成9、反婦逢4にて条鱗案を否浸するに至る。
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　②　難民達総会の条騨案と菱織事の立場

　ところで、否決された条鯛案はどのようなものであったか。条例の案文の作

成の経緯については、ここでは一応おくとして、その基本的骨子は、立地蔑鰹、

柔軟性、ザル法化の防止の3点にあるとされるが、幸心はf立地窺麟達にある

とみられる．鐸成にあたった広霞次男弁護士によれば、「水質幾舞翰ではなく、

「立地窺融を選叛した蓬露は、①水源地では水汚染のおそれのある営業はな

されるべきではない、②F水質燦講まの場合、撲灘基準・監観体鰹・違反の場

合のペナルティなどについて詳編に規定する必要性があ静，実効性の確保が露

難である（広蟹氏によれば罫不興籠である」〉、③疑存の霧町轡の条例は、ほと

んどが水質蔑鰹だが、大半解ザル法と化している、からであるとされている｛3㌧

　全文は一六条からな滲、第一条（蔭的〉、第二条（定義〉、第三条（水道水源

保護地区の撰定／、第鰻条（審議会の設置）、第五条（組織〉、第六条（委員の

任難）、第七条（会長及び翻会長〉、第八条（会議等〉、第九条（立地燦灘〉、第

一〇条（撲水基準の遵守〉、第一一条（欝水基準の設定等〉、第一二条（改善命

令等）、第一三条（報告の徴較および立入鹸査／、第一露条（業務停壼／、第一

五条（罰舞彗）、第一六条（両罰擬足／、となっている．要するに、この条鰍の全

体構造を一言でいうと、こうである。知事が、知事の任爺による水道水質保全

審議会（蔦人以内、任薦2年〉の意見を翼いて、聴道水源及びその上流域に

おいて水質を保全する事が必要な地域ま（罫水道水源保全地区婆〉を推定すると、

その地薮内では、ゴルフ場・夢ゾート関連事業、砂講採取業・産業廃棄勃娯理

業（新講象事業場ユ〉の新設が、原則として禁止され、また新設でも縫外として

許された場合や甥…設の場合でも、水道水源繰全地区の雛…患基準を遵守しなけれ

ばならず、違反した場合には、改善命令がなされ、または罰則等が譲されるこ

とがある、と。

　これに薄して、県知事の意見書はどのようなものであったか．まず、上の条擁

案のいうように、良質な水道水を確保すること窪体は重要であるとする。この点

については見解の椿違はない．しかし、肝心のヂ立地規麟塞という手法について
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は、条鯛に反鰐する次のような立場をとった・そのポイントは、指定地域全漿

波及並経済活動衰遜譲であり、「本県の水道の取水地は県内のほぼ全域に広く

点在しており一…堤在の科学的知見からすると、その籔霞を直ちに特定するこ

とは醗難であ蓼、したがって水道水源保護の案魏姓を確保する観点からは、本

県の横難広い地域において、原則として靖象事業場の新設が禁止されるまことに

な箏、その結集、捲定地区の地域振興・その飽の地域の経済諸活動への影響や、

ひいては漂民の豊かでうるおいのある生活に影響が生じるから妥盛でない儘、

というものである、

　それでは、r立地規鋤方式にはよらないで、今後どのような取纏をしてい

くのであろうか。饗状でも、票としては、水質保全対策に努力している、と述

べた上で、今後の取纏みについては次のようにいう．緩において法令の麟定難

業ぶ進められ、中央覆境審議会において水質保全薄策の在撃方について審議さ

れているので、ダその動繊を晃権め≦ながら、継接請求の趣濤を十分踏まえ…

庁内に水遊水源及びその上流域の験討機麗を設け」て、「条鱗の鱗定を食め鰯

広い対策を実施するための検討に着手する考えである」働、と、

　（3／票議会否決後の震羅

　先達のように、璽知事の意見書を受けて、集議会にて反嬉多数にて、条擁案

が否決された後、察蔑連絡会は、否決に対する声明文を出して、特に、「立地

幾凝」について航れて、「桑海一律に、また一斉に立地窺灘のアミをかぶせろ、

という主張三はしていない、r我々の主張したいことは群氷蔑鰯をどんなに強

めても、それだけでは、水源を守れない、侮らかの形で、立地規講に踏み込ま

なければならないま、と銃議している鹸。飽方、察は、上の知事意見書を受け

て、翌鱗年になって、除水環境保全婦策会議」を設置し、さらに票民連絡会

代表の2名を含めた綴名の委員よりなる曝承環境の保全に絶する懇談会」（会

長1松本瀬一難氏／を設置して条擁の験討を継続したが、講懇談会は、蟹年6

月の第i回以来5園の議譲を経たのち、95年2月に、r水環境の保全に麗する
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提善書」をまとめた。そこで、次にその内容を見てみることとしたい。購提言

書は、全部で欧の三章からなるの．第一章が幅島桑の水環境保全の現状と課

題」、第二章潜幅島果における水蓑境保全の基本的な方翻．第三章溝ダ水環

境保全懸策の総合的・計露的な推進の方策」、である，巌々なことが遠べられ

ているが、水瀬保護に直接関係しそうな論点のうち、注馨されるのは、特に第

一章の中で、塗　公共馬水域の水質保全の現状と課題まとして言及されてい

る次の六、薫である。

　つま鯵、第一は、有機汚濁原露については、工場群氷等による汚濁から生活難

水・小規模事業場欝水・小蔑摸蓋謹撰水・農業撰水などの発生源による割合か

上馨している点、第二は、法的に蔑翻されていない一灘の化学勃質による水質

の汚濁が懸念されている点．第三は、最近のゴルフ場数の増撫に伴う農薬の環

境への影響潜懸念されている点、第饅は、一部の水遊施設（票内詑5簸辮、な

お、水源は漂内i，3§5籏湧〉での原水の有機汚濁の進行によるカビ臭・カルキ

臭等の異臭嫉周題、ト夢ハ臓メタン開題が発生している点、第五には・ハイテ

ク産業・ドライク夢心ニング業等が主な発生源とみられる有機塩素系化合鬱憂に

よる地下水汚染潜懸念されている点、そして第六には、BOD換算の水質汚濁

藁薦量における生活癖承の割合解約53％である現釈から、下水道・合鱗：浄佳1塘の

整備が求められるか、全睡平均の下水道普及率約磐％に繁し、約欝．7％（93年

度末〉に過ぎない点、がそれである．

　こ為らの課題に嬉し、直接蝿応ずる水環境保全のあ鯵方として提言されてい

るのは．第2章の蓄2　水質保全爺策のあり方について」であるが、次の諸点

が指摘されている。箴条書きにすると、／董）公共驚水域の水質簾金蝿策としては、

①水質環境基準の見直し、②下水道整備の健進、③合傍浄化棲設置の公的勝成

④広域的な糞嶽魑礫趨設の整備、⑤小規模事業場の欝水難理装置の促進、⑥水

道事業者の原水韓策への参爾、⑦氷質の常時監視棒麟の充実、⑧廃棄物麩分の

長螺的麺選譜面の樹立．が挙げられ（鋤の地下水燐策と土壌汚染鰐策はここで

は省酪する／、（3農薬（化学勃質／漢馬繋策としては、①農薬綾罵の少ない環

一8暮一



水源保護条鱗における立地媛麟に離する覚婁（神戸秀彦／

境保全型農業の推進、②ゴルフ場での健罵農薬への矯凝拡大．⑧工場・事業場

での有害化学鞠質の流鐵防珪等が挙げられている．

　そして、これら以外の飽の課題・雄筆以躰を含めて、会誌として、「癌島察

の水環境を将来にわたって保全していくため、一
麹（下線神戸〉の麟定涯が第三章で提書されている魁その後、基

本計霞の策定と推進体麟の整備、水藻境保全薄策への支援、調査観究機籠の充

実、環境教官と察罠運動の推進、上流域と下流域の協力縫係の講築、麟・薦町

村との連携の強化が述べられている。

　このように、提善書には、水環境保全の課題と雄策潜、権広い視野で総会的

に説かれている．しかし、その課題の重要盤と婦策の必要性に箆べて、表瑳の

捨象的な項霞摂多いことはここでは一応おくとして、対策の寧心は、主として

癖水規麟など健来の財策の延長線上に羅かれ、争点となっている「立地蔑麟達

については一言も触れ’ていない点に注意すべきであろう・しかも、上の傍線部

でいう条鯛として、環境基本条擁が念頭に置かれているようだが、この段隊で、

それ潜どのようなものか、また、駐心の水源保護条鰯はどうすべきか、につい

ては必ずしも絹確にされていない．

（淫碁福島察水源保護条鰐講定嚢接講衆運動梁襲連諮会編多きれいな水を求め

　　て歪（事務局瓢米倉五裕く羅：§鍛7－2§護4縫〉94年5鐸〉iぺ一ジ。

（荘2〉（淫麟麟掲パンフ2～3ページ。

（涯3〉（濫i）麟掲パンフ8ページ以下参蕪。

（澄竣〉知事意見書　　縫　　請求に係る条韓（案〉について／窃

（濫5）知事意見書　　r2　現行の水質保全靖策授び今後の取経について鱒」

〔漉6／（淫碁繭揚パンフ77ページ。

（潅7）福島羅承環境の保全に臆する懇談会編評水藻鏡の保全に駕する提善書ま

　　（軍威7年2鍔〉参窯。
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4、水源保護条例と立地規舗一憲法・法律との関係

　（i／条綱による立地綬麟の合憲牲

　以上のように、長野漂と比べて、篠島県は、条網による侮らかの立地矯隷こ

ついて大変漢露な立場をとっているといえる。その背景は様々あるが、条擁に

基づいて、立地焼鰯という手法によ管財産権に麟罎を換えることは、憲法違反

になる、あるいは法律との聡係で条鱗鰹定権の籔雅ないし眼界を超える，とい

う捲摘構も一背景をなすと思われるので、本当にそうなのか、ここで若干の学

説の験討をしておきたい．

　まず、条携による財産権麟醸が憲法違反になるか、について検討する。つま

り、憲法二九条二項は、紅財産権の内容は公共の福祉に適合するように、法律で

これ、を定める3と規定するので、財1産権麟猿は、「法律ま以外の搬麺1こよるこ

とは許されないかどうか、が問題となる。ここでは、毒下（縫〉累小躰（裁〉

講氏の整建②に従って見ていくと、この点に臠しては鰻ね、条鰹によること

を否定する議（否定説〉と、条鰐によることも認める護（許容説〉に分かれる。

前者は、条鯛による財産権規麟は紅たとえ公共的な要請があっても、法律の縫

騨的な委任がある場合のほかは、条鯛をもってすることはでき≦ない、と考え

るが、その譲搬は、・憲法のヂ法律でこれを定める∫という文書の厳格な解萩と、

財産権は全羅的な取引の薄象とな辱うるものだから、その内容を定め、講録する

には統一的な法律によるべきこと、に求められる（久髭公箋氏など）．また、こ

の説と基本的には購じ立場だが、そのヴァジエーションとして、r内容達の講猿

は不可だが、財産権匿行髄まの麟鰻は橋わないとするもの（高辻歪己氏／もある。

　これに短し、後者は、憲法は、f条鍵で財産権焼麟を撰験したものでなく、

条鯵による蔑麟は許容される三、と考える（由醸幸男氏など）が、その論擁は、

次の4点にまとめられる。　韓条鋼凝定権を認めた憲法九露条は、羅会の唯一の

立法機溺姓を認めた憲法獲一条の擁外をなすこと、②条例は地方議会によって講
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定されるから、法律と実質的な差異がないこと（条鰹準法律説または条擁法律

説）、麟F否定説涯は文言に拘滉した形式識蓬主義的解釈に臨ってお弩、また

条鯖による精神的察畠権の講緩解認められていることとのバランスを見失って

いること、瞬憲法二九条二項の趣旨は、財産権離猿には議会の議決を必要とし、

行政命令によってはなしえない原則（法治蟹家的法律留保の原則〉を定めたと

考えられること、である．そして、滋下箪小鉢講氏によれば、後者がF現在の

多数説となっている葺のである。

　（2／条鰐と法律の縫孫　　法律先叢論

　次に聡題となるのは、憲法鬼霞条によ箏、ζ地方公共懸体は…法律の籔霧海で

条蟹を趨走することができる董とされ、地方自治法一襲条一項によ甑　「普通地

方公共鑓体は、法令に違反しない張りにおいて第二条第二項の事務に麗し、条

擁を麟足することができる≦とされていることとの縫係で、条鋳鋼定権の籔醗・

鰻界をどのように考えるか、である。ここでも鐵下霊小舞再氏の整運鑓によっ

てみることにしよう。

　この周題に関係に饑して、地方憲治法成立後欝6G年代まで支醍的見解であ鞍、

その後も多大の影響を及ぼしているのは、いわゆるr法律先轟論（馨法先霞遷

講擁　（高鐙敏氏など〉である。この見解によれば、露の法令が瞬示または黙

示に先占している事項については、法律の瞬示的委任がなければ条鰹の灘定は

できないとする。しかし、6§年代以降は、この立場によりつつ、違法な場合と

そうでない場合とを類型的に整遷する説（成覆頼窮氏／が糞力になっている。

すなわち、繊法令に違反しない場合として、①当該事項を規律する馨の法律が

なく、蟹法上空畠状態にあるものについて鏡麟する条鱗、⑨霞の法令が幾翻し

ている事項について、当該匿の法令と異なった辱的で焼鰹する条鰐、⑤国の法

令が規請している嚢的と隅一の霞的の下に国の法令が矯麟の範醗躰においてい

る事項を矯舗する条携、の3つが該当し、轡法令に違反する場合として、①馨

の法令が一定の基準を設けて規離している場合に、蟹の法令と講一の震的で、
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瞬一事項につき法令よ箏も高次の基準を購撫する条例、②蟹の法令瀞一定の媛

麟をしている事項について、醗の法令と疑一の翼的で、幾の法令の規舗よ滲強

い態様の疑講をする条鱗．③法律の特幾の委任解ある場合にその委任の畷雰を

こえる条例、の3つぶこれに該当する、とされる．ただ、この立場（類璽譲〉

は、遍大な法律先占譲には幾覇的で、「先志領域の観念を認めるにしても、そ

の籟醗は、当該法令が条鰍による焼講を瞬らかに認めていないと解される場合

に騒られるまと考えているので、r瞬藏性の遅講達と称されることがある・

　③法律先占論への撲縄

　ところが、69年代の高度経済成長難の終わ蓉頃から登場した公害紡産条擁に

みられる職だし規融や「上乗せ規融の場合についてはどうか。先の類型

論（暖海盤の遅論〉の立場では、ヂ横だし燭簿舅は違法でないが、r、と乗せ焼欝舞

は違法である、という結論になる．そこで、公害跡五条鯛を念頭において、い

わゆるナショナル・ミニマム論を掻鑓として、麟の法令による撹鰯は、地方欝

溶体の条鱗による規麟を擁麟するものではなく、全羅的・全蛋民的見地からす

る焼網の最低基準を示すものである、と論じる立場（室井力氏〉や、条舞によ

り国の法令よ駐厳しい基準を定める必要が客観的にあるのに、ある法律の趣濤

がそのような条溺を禁止する趣旨である場合には、当該法律は憲法九二条のギ地

方嚢治の本論に反し無効であるとする立場（杉村敏董氏〉から、新上乗せ条

鋳まは違法ではない、との主張がなされ、るようになる。

　さらに、この見解は、公害行致に瞼定されることなく、それ以外を含む一般

費致についても拡張さ轟て》、く。つま鯵、憲法上、地方窪治行政の嫉心部分

（罫瞬有の饅治事務領域達／については、第一次的責任と権鰻が矯方嚢治体に留

保される、として、飯に蟹の法令によ吟蔑趨が定められたとしても・全羅一律

に適罵されるナショナル・ミニマムの矯定と解すべきであるとの見解（原蟹講

彦氏〉や、立法的観翻の最大駁までを蔑足しているF焼麟張綾法律」に薄して

は、この矯講を超える条蟹は違法だが、全瞬的な燦麟を最低限度として定めて
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いる畷抵基準法律達との縫係では、基準を超える条｛磯ま違法ではないとする

見解（兼子仁氏／ぶそれである。

　そして．このような撹醤ぶ続く申で、先の法律髭薮講や類型論も修歪され、

肇上乗せま・職鐵し」条鰍成立の再籠牲を認め、夢条例の上乗せ・横だしの可

否は、地域縫会における具体的必要性と矯麟の合理性、髭鋼原則、技術進歩の

程度、麟の法律に定める罰則との縫係等々を総合的に醗癒して騒々具体的に輝

寇すべき茎との見地（成瞬頼絹氏〉に転じることとなった。

　瞬　承漂保護ゼ条鱗まの違法性？

　ところで、このように見て乗ると、水源保護条鯛による立地規趨は、r法律

の範雛轟謹にあるか。国の法律には、現在のところ、水源保護のための立地規

麟を定める立法はない．ただし、水源保護嚢体を霞的とする法律は存亮する。

たとえば，水道法の欝的は、水道の適嬬・金運的な敷設・管選i、水道の謙顧的

整備、水遂事業の保護育成によるr清浄にして豊竃低廉な水の僕紬とヂ公衆

籍生の溝上と生活環境の改藝」（第一条1であ蓼、鞍及び地方公共懸体は一・

水源及び水道施設壷びにこ轟らの周辺の清潔保持亜びに水の適正かつ合理的な

後手穣こ努めなければならない」（第二条一項〉とし、水質基準（第獲条〉と施

設基準（第五条）を定めている・また、蓉頭（本稿駿、羅題の藻姦淫参照）

に述べた水道水源二法は、直接、水源保護を馨的としている。けれども、この

法律においても、蔑に遠べたとお吟、立地親鱗を含めた水源保護のための十分

な手法癬絹意されているとはいえない．

　した溺って、法律先姦論に幾判的な立場からは、法律と講じ幾鰹震的・親綱基

準を有する条飼について縫題となるしヒ乗せ葺・薪横饑し」ですら．違法でない、

とされるので、論違約に立地幾鰯方式の水源保護条例解違法とされることはあ静

えないだろう。また、仮に法律先占論の立場にたつ場合でも、先の類型論からす

れば、愛在、水源保護条纏で立雛規灘を定めることを禁止する法律はないし、ま

た、水源保護を直接の羅的とする法律は存在するものの、条擁による立地窺鱗
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は，法律と構…の藏的のもとに、法律が規麟の籠醗外においている事項なので

く類型論の／茎／の⑧の場合に該当する／、これを違法観することは懸難であろう。

（没麟福島察環境衛生課長地鶏長久氏の発書など参窯（嘲舞新懸崖く福島銀飯＞

　　93年鴛灘顔付）．

（溢2／藤下健次耳小誘試共著頃治体憲法i（学瞬書房、鍵年〉欝2～3ページ。

（澄3）以下の譲達は、藤下雛小称前掲書難§ページ以下に金聾的に依越している。

5、指定地域への補償の要否

　緯　公用麟縷の類型化

　優に水源保護のために立地規麟がなされた場合，詣定された地裁の財産権に

ついての補蝶1が必要がどうか、という翼題ぶある。嚢本醗憲法二九条三項によれ

ば、r私有財産は、正当な補縷の下に、これを公共のために聡いることができ

る」（損失補餐〉、とされているからである．「公共のために聡いる」場合とは、

茸公驚駿融と「公稽麟藝鍬の2つの場合であるが、いずれにせよ、私人の財

産を公共の湧に供する場合には、法律越補僕について定めることを饗するのぶ

原劉である．

　ところで、水源保護のための立地煙毒彗は、r公灘麟醸釜に当たるわけだ煎

公罵舗醸を法律で定めた場合の補懲の有無については、原穣嶽彦氏によれば・

次のように読明される慰，つまり、不溺な点も多いが、類型化すると、「当

該麟猿が財産権の本来の舞繕難的にそってその効絹を蔑めるために諜される

のか藩（①〉、　罫それとも本来の舞霧雲的とは霧鰯の、公益嚢的のために課さ

れるのか」（（滲〉によ参異なる　（ギ嚢的錬外説（Zwe撰媛re雛｛擁欝gs一旗eo薮e）鋳こよ

る区分／。具体的には、①は、rお互いの財産の効驚を発揮させるための財産

権の海産的凝約3（下線神戸〉に基づく警察規凝であ答、これには徳業は不要
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とされる．蟹としては、建築基準法や溝防法による建築親譲、各種の営業窺調

法による施設靉靆などが挙げられる．これに隣し、②は、「当該財産の私的勤

罵を葛めるためではなく、麗渓全館にとって有馬な事業のための、いわば錘

的鰹釣釜（下線神戸／を§的とする規覇であ雛、これ，には補嬢は必要とされる。

倒として、霞然公園法三五条、古都保存法九条、文髭財保護法露五条や、森鉢

法三五条、察然環境保全法三三条、都市緑地保全法七条などが挙げられる．

　縫方で、上の①・②に当てはまらないものもある．つま瞬、嘔土の詩嚢的

合理的な羅稽をすすめるために各種の計璽立法によ穆地裁地挺（ゾーニング）

の指定ぶなされ、土地の罵途に饑し法律上講鰻が課される場合ま（下線神戸／

であり、この場合には軒かなり麟張が厳し3くても、通常、補撹規定はない．

鋳として、都議誕癒法による市街化調整区域の揚足が挙げられる。

　以上、原懇氏によれば、公絹麟醸は、3つに類璽化されるが、実燦には、土

地の計醸立法瀞増擁し、零礪鱗隆の醤的が複合的かつ複雑になると、この基準

で補蟹の要否を醤寇するのは園難とな馨、瑳に補蝶燦定があるのに、補復が支

払われているケースはほとんどない・したがって、各種の焼定を根本的に再験

討・整理｝し、ド土地の計懸的禾ll稽のための醸的凝酸葺には、補｛震は不要である

とし、織綾は、r懲罰事業のための局翫的緬霧的な公灘麟藝撫に醸足するべき

である、とされる。

　〔2｝水源保護のための立地規舗と補綾

　原瞬氏の見解に従うなら、本来、水源保護のための立地窺毒彗は、基本的には

②の類型に属し、補償を要するとするべきである。しかし、補縷給付の運驚状

滉を踏まえて（補震蔑定はあっても現実には支払われてない）、現実に合わせ

るべく、現行法媛定の文書を不問とすれば、補撹は不要とされることになる．

しかし、このような罎味な解決の縫方で良いのか。原馨疑の指摘に従うなら、

罫水源保護のための計醸立法まによる「土地の計麟的利灘まが策定され、それ

に基づく　薪醤的麟醸∫が行われるなら、補嬢は不要とされることになろう。と
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すると、水源保護のための讃癒立法は、現在、国には存在しないから構ともい

えない潜、条飼について類推すると．条例により立地規凝を設けようとするな

ら、少なくとも、条擁に基づく水源保全計霞麟策定されない鰻甑補縷は要す

るとの結論になるのではなかろうか。

　なお、鵯競の態度であるが、最高裁は、ため濾の堤とうを耕地として笈駕す

ることを禁じた条唇彗について、この条鋳による禁止措置は・r災害を未然に防

鋤するという縫会生活上の己むを得ない必要から来る註として・憲法二九条二

項には違反せず、輔養も要しないとした（最高裁一九六三く昭職三八＞年六月

二六韓大法廷醤決〉鋤．このケースは、上の①の類型に臆すると見るべきであ

ろう。飽方、②の類型についての最高裁判夢彗は箆当らないようであるが、今後

の撲討課題としたい。

（濠碁原鐙溝彦罫行政法要誌｛金訂第3版／∫　（学鶴書霧．欝94年／266ページ

　　以下。

（注2〉鷲露ジュサスト「憲法鵯擁護選動員8ページ（毒原墨三鶴筆〉参蕪。

6、おわ垂舞こ

　事態にはなお流動的な部分が多く、今後も大きく変化していく可能性をはら

んでいる。しかし、「i、匿1題の勝在まで述べたように、解決すべき課題の大き

さに跳べて、f法律まにより解決された問題は少ないとすれば、残された問題は

どのように解決されるのか。以上の貧しい考察の結果、少なくとも私には、今ま

でがそうであったように、今後も、法律→条擁→運動・量論という方向ではな

く、盤論・運動→条鯛→法律という方晦で計られていくように思う。法律家の

責任は、そのような方海に遷論的裏付けを与えることによって果たされるよう

に思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（96年2月8購
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